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精神病床入院患者の疾病別内訳  

統合失調症の減少、認知症の増加  
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□てんかん  

ロその他の精神及び行動の障害   

臼神経症性障害、ストレス関連障  
言及び身体表現性障害  

口先分【感情】障害（躁うつ病を含   
む）  

厄絨合失調症、統合失調症型障  
害及び妄想性障害  

口用による抑  

ロアルツハイマー病  

田血管性及び詳細不明の認知症  

□精神遅滞   

コその他  
」  

H8  日ll  H14  H17  資料：患者調査  

精神病床における患者の動態  

3ケ月以上  

12ケ月未満  
3ケ月未満  12ケ月以上  

万床   

前年からの入院継続患者  

22万人  
（前年23万人）   

うち翌年まで入院継続する者  

17万人  
（前年18万人）  

平成18年精神・障害保健課調よら推計  
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病床の紐合失調症入院患者数の将来推計  
（〔i）患者調査による平成14年のn牡の入院患者数から、17年のn◆iiの入院患香数への増減車が将来のniの看においても  

変わらない（25書以上）、②人口当たり入院率が平射7年以後一定（25i未満）等の仮定をおいた推計）＜単位千人＞   
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精神疾患外来患者の疾病別内訳  

躁うつ病などの気分障害やアルツハイマー病が増加  

ロてんかん   

r8その他の精神及び行動の陣書   

佃神経症性陣曹、ストレス関連す書及び書体表現性  
陣書  

□気分腫什】陣書（躁うつ病を含む）  

ロ鵬失舶、離矢脈型捕及び妄雛昭  

ロその他の榊作用桝便耶よる榊及び行動  
の陣書  

佃アルコール任用＜飲酒＞による精神及び行動の  

陣亨  
ロアルツハイマ‾病   

D血t性及び詳細不明の艶知症  
L  

外来精神陣書者総数（千人）  
1，700  2．239  2．675  1．852  

資料：患者調査  
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精神保健に関する行政  

精神疾患患者の入院に  

関すること   

●精神科救急  

●措置業務   

●人権擁護   

（精神医療審査会等）   

●身体合併症対策  

●認知症対策  
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訪問者護  

危機介入  
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精神科救急事業の変遷  

（補助事業）  （診療報酬）  

平成7年度 精神科救急システム整備事業 創設  

H8 精神科急性期入院料創設  梓神障害者の緊急時における適切な医療及び保護の機会を確保するための  
体制整備に必要な経費に対する補助事業（精神科救急情報センター機能の整  
備、搬送システムの確保、精神科救急医療施設の体制整備、精神科初期救急  
医薇輪番システムの整備）（初期・2次数魚）  H14 精神科救急入院料創設  

平成17年度 精神科救急医療センター事業 創設  

幻覚・妄想・昏迷・興奮など激しい症状を呈する統合失調症の急性期、急性精  
神病や錯乱状態等の患者を24時間診療体制で受け入れることができる精神  
科救急医療センターを整備することにより、患者の受け入れ態勢の強化を図  
り．24時間、365日緊急受診者の受け入れを行い、個室での手厚い医療の提  
供により、患者の早期退院及び病床の減少を図る。（3次救急）  

H20  

0精神科救急・合併症入院料  
創設  

○精神科救急入院料について   

人口規模を考慮した要件の   
緩和・在宅へ移行した実績   
に応じた評価を実施  

平成20年度 精神科救急医療体制整備事業 創設  

ため、身体合併症を含め24時間対応する情報セン  

ターの機能強化、身体合併症対応施設の創設、診  
療所などに勤務する精神保健指定医の救急医療機  
関での診療協力体制の構築など、地域の実情に応  

－86－   



精神科救急医療体制の全国の状況  

◆精神科救急医療体制  

○輪番制のある都道府県  44  

0基幹病院のある都道帝県  15  

◆精神科救急情報センターの対応時間  
（自治体数）  

24時間  夜間 （翌朝まで） ・休日 皿  夜間  365日 皿   休日 7  

夜間 （翌朝 まで）  夜 間  休 日  な し  合計    2  口  3  12  47   

－87－   



救急搬送における医療機関の受入状況等詳細調査結果  

○調査対象：  

平成20年12月16日（火）8：∽～22日（月）8：29に東京消防庁管内で救急搬送した全事  

計9，414件  
図1．医療機儲に受入の照会を行った回数：  

0ヽ  20ヽ  40ヽ  60ヽ  80ヽ  tOOヽ  

全体  
（∩＝9414）   

精神疾患を  
背景に有する  
者  

（∩＝155）  

図庖．現場滞在時間  

0ヽ  20ヽ  10ヽ  60ヽ  80ヽ  100ヽ  

全体  
（n＝9414）   

精神疾患を  

背景に有する 者  
（n＝155）  
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消防法改正（1）：協議会について  

協議会  

都道府県に設置   

構成メンバー  

・消防機関の職員  

・医療機関の管理者又はその指定する医師   

（救命救急センター長など）  

・診療に関する学識経験者の団体の推薦する者  

・都道府県の職員   

■ 学識経験者等（都道府県が必要と認める者）  

○ 役割  

・傷病者の搬送及び受入れの実施基準に関する   

協議  

・実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの   
実施に関する連絡調整（調査・分析など）  

都道府県知事  

実施基準  
搬送・受入れの実施  
に開し必要な事項  

関係行政機関  

一89－一   



消防法改正（2）：実施基準（ルール）について  

実施基準（ルール）  

都道府県が策定・公表   

①傷病者の状況に応じた適切な医療の提供が行われる   
医療機関のリスト  

② 消防機関が傷病者の状況を確認し、（Dのリストの中から   

搬送先医療機関を選定するためのルール  

（卦消防機関が医療機関に対し傷病者の状況を伝達する   

ためのルール  

④搬送先医療機関が速やかに決定しない場合において   
傷病者を受け入れる医療機関を確保するために、消防   
機関と医療機関との間で合意を形成するためのルール  

等  

※都道府県の全区域又は医療提供休制の状況を考慮した区域ごとに定める。  

総務大臣  
厚生労働大臣  

情報提供  
等の援助  

・医学的知見  
に基づく  

・医療計画と  
の調和  

［蜜発達ヨ  
に意見聴取  

－90－   



・精神科救急医療体制の確保   

一夜間休日を含めた精神医療へのアクセスの確保（地  
域の精神科医療施設が一次的な救急医療の役割を  

担う等）   

－精神科救急医療システムの機能評価、優れたシステ  
ム構築への支援   

一常時対応型施設の機能評価、機能の向上  

・一般救急と精神科救急の連携   

一精神科救急情報センターによる、精神科救急と一般  
救急との連携・調整、精神・身体合併症患者の医療  
機関への紹介   

一救急搬送患者の地域での受け入れルールにおけ  

る、精神一身体合併症患者の位置づけ  

・身体合併症への対応   

－一般病床の身体合併症患者への精神科リエゾン診  

療の充実   

一医療法施行規則第10条第3号の規定の解釈の周知、  
見直しの是非の検討   

一精神科病院においても、身体合併症について、一定  
程度の入院医療管理を行う等の方策の検討  

・総合病院精神科   

一総合病院精神科の精神病床の確保、機能の充実   

一総合病院精神科の従事者の負担軽減、他の医療機  
関等との連携等の方策の検討   

一精神科医師のキャリアにおける精神・身体合併症診  

療の経験の評価  

－91－   



認知症疾患を主傷病名とする入院患者の病床別割合  
の年次推移  

（血管性及び詳細不明の認知症＋アルツハイマー病）   

0．0  20．0  40．0  60．0  80．0  100．0  
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80．6（千人）●1  
（千人）  

（患者調査）  

※一般診療所を除く  
65％  

暮精神病床口老人病床8療養型病床群田その他の一般病床   

認知症疾患を主傷病名とする入院患者は  

Hll→H17の6年間で48％増加  

－92一   



BPSD：認知症の行動・心理症状  
（BehavioralandPsychoIogicalSymptomsofDementia）  

認知症の症状には、物忘れや判断力の低下等、脳機能の低下を直接示す症状であ  

る「中核症状」と、「中核症状」に伴って現れる精神・行動面の症状である「周辺症状」  
に分けられる。「BPSD」は「周辺症状」とほぼ重なる概念である。   

【行動症状】  【心理症状】  

・暴力  ・抑うつ  

・暴言  ・不安  

・排掴  ・幻覚  

・拒絶  ・妄想  

・不潔行為  等   ・睡眠障害  等   
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認知症疾患医療センター運営事業  議題症底意医療センター  
設置屋成こ魯休的般検査、画  
像診断、神経心理学的検査等の  
岩窟合的評†通が可能な総昌病院等  
に設置  
設置数，全盛（都道府県・指定  
都市）に約150ウ所設置予定  

△員，専門医やり訴トト医等の  
専門医療を行える医巳而、看護師、  
精神保健福祉土、臣岳床心理技術  
者等  

平成21年度予算 516′825千円（前年度比327，750千円増）  

精神科病院  総合病院  

BPSD等への  

対応施設  
紹了†  

合併症への対応施設  

認知症疾患医療センター  出盛腰の成仏  
曳樽、幸i箕t73誘；二  

顔の見える連携体制の構築  
稲楼ニ〔′〕東嶺  
喜多断・告僻症封I育jほ欄の向上  

腰ビンタ 上 二、－、  
各種は仏Lこよる認知耐こか乃、る  

情報没しプ1ごノウの同封〕  
▼一紙i【、J  

認知症に関するfユ民乃、らの堰認  
に珂杭  

きてヱ曹∴、∴  

言絹な鎧戸iこ ′牲j 

薫㌧㍍結封計rかJ＝  

筈りほ堆，止ノへ「りヌ頼J  

導体．／ミ（梓庁′、刀メ、一抹  

・†▲  こ  
圏1卦勾の資源を活用し  
さめ細かく対応  
ノ1豊ナ∴「ノ達麿  

連携‡日当蕃の配置による1便域  
日払支援センターとの連携  

BPSDにより  サポート医  
専門医療が必要な  
認知症疾患患者   精神科外来  物忘れ外来  

内科医等のいわゆる「かかりつけ医」  

医療（うちふ）  

認知症疾患患者・家族  

・認知症   

一鑑別診断、BPSDや、身体合併症を伴う患者への対応を含  
め、認知症の専門医療体制の確保・普及   

一認知症疾患医療センターの機能の拡充、整備の推進   
一認知症の有病率や、BPSDの発生頻度等に関する調査を  

早急に進め、認知症の専門医療機関の機能を更に明確  
化・重点化する観点を含め、精神病床（認知症病棟等）や  
介護保険施設等の入院・入所機能の必要量等の検討   

一認知症に関する専門医療・地域医療を支える医師等の資  

質の向上   

一専門医療機関と、地域包括支援センター、介護保険施  
設・事業所、地域の医療機関等との連携の推進   

一認知症患者に対応する精神科病院における、身体合併  
症への一層の対応   

一認知症と身体合併症を有する者の終末期の入院・入所の  
場についての検討  

－95－   
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精神障害者地域移行支援特別対策事業の実績  

実施自治 

平成15年度   16（含指定 

平成16年度   28（含指定 

平成17年度   29（含指定 

平成18年度   26都道 

平成19年度   42都道 

45都道 

体数  事業対象者数（人）  退院者数（人）   

都市1）   226   72   

都市3）   478   149   

都市5）   612   258   

府県   786   261   

府県   1，508   544   

府県   2，037   726  

※平成15年僅から平成17年産まではモデル事業、平成18年度～平成19年産までは、精神障害者退院促進支操車業として実施。  

※退院者数については、当葺裏年度内に退院した者の数であり、年度を越えて退院した者の数は、含まれていない。  

相談支援  

・相談支援の充実  

一退院に向けた病院等からの同行支援  

一緊急時に対応できる24時間の支援  等の確保   

・ケアマネジメント機能の充実  

一退院準備中の者等への対象者の拡大  

一支給決定前からの関わり、モニタリングの充実   

・自立支援協議会の活性化   

・相談支援の質の向上   

・行政機関における相談体制  

・精神保健福祉士の養成のあり方等の見直し  

一97Ⅷ   



福祉サービス等の充実  

・住まいの場の確保  

－グループホーム・ケアホームの整備促進、サービスの質  

の向上  

一公営住宅への入居促進  

一公営住宅のグループホーム・ケアホームとしての活用促  

進  

一民間賃貸住宅への入居促進  

・入院前からの試行的なグループホーム等での生   

活体験や通所サービスの利用  

・訪問による生活支援の充実  

・ショートステイの充実  

・就労支援  

・家族に対する支援  

－98－   
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訪問者護ステーションヘの精神科訪問看護の実施に関するアンケート調査結果  

1）精神科訪問看護を実施していない理由  

精神疾患（認知症を除く）が主傷病の利用者への訪問を実施していない事業所の回答＜複数回答＞  

39  

2008年鹿茸間薫集イ精神障害者の訪問書残におけるマンパワー事に関する調査研究」．厚生労働相学特別研究事業（速報）  

2）精神科訪問看護を行う上で困難なこと  
（精神科訪問看護実施の有無別）＜複数回答＞  

病状悪化時の受け入れ先が確保できない   

精神科訪問書護の経験豊書なスタッフが少ない   

アド／くイスがタイムリーに受けられない   

地域の社会資源（精神障害者社会復帰施設等）との   
ネットワークが少ない   

精神科訪問看護を実施したことがないので分からない   48  302  9．1，i  53．1％   

総数   527  569  

2008年度壬問責集イ精神陣書舌の訪聞■護におけるマンパワー事に関する調査研究」．厚生労働科学特別研究事業（速報）  

－100－   
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ACTの基本的構造  
・頻回の在宅訪問、生活の場での協働作業など、Z三吐   

旦＝圭を主体とする  

・看護師・PSW－OT等の多職種がチームを形成する  

・関係作りから、心理教育、服薬自己管理の支援、危機   
介入、スキルトレーニング、日常生活自己管理の支援、   

社会資源の活用の支援、家族支援、就労支援など、多   
彩なサービスを提供する  

・チーム精神科医がおり、利用者の処方、危機介入など   
を、チームと密なコミュニケーションをとりながら行う  

・24時間週7日対応を原則とし危機介入にも対応する  

・ケアマネジメントの手法を用い、包括的なケアプランを  

作成し、利用者のニーズに合致したサービス提供を心  
がける。  

第8回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会  

平成20年8月21日、伊藤順一郎参考人資料より抜粋  

市川モデル（ACT－」）  

・《設立主体》 NPO法人立訪問看護ステーション  

・《チーム構成》ステーションに、看護師3、作業療法士3  
（1人は就労支援）、精神保健福祉士1  

・《チーム精神科医》国府台病院所属の精神科医1名・・・   

主治医担当′密接なコミュニケーション  

・《入り口》 国立国際医療センター国府台病院精神科、   
市川保健所、松戸保健所  

・《出口》 地域のケアマネジメントチーム、国府台病院   
訪問看護、  

・《財源》 訪問看護ステーション収益、県モデル事業（精   
神保健福祉士人件責）、寄付など  

第8回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会   

平成20年8月21日、伊藤順一郎参考人資料より抜粋  
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京都モデル（ACT－K）  

・《設立主体》訪問型診療所、訪問看護ステーション、NPO   
法人  

・《チーム構成》精神保健福祉士5、薬剤師1（以上、診療   
所）、看護師4、作業療法士1（以上、ステーション）  

・《チーム精神科医》診療所医師  

・《入り口》保健所、福祉事務所、地域の精神科診療所  

・《出口》 地域の精神科診療所？  

・《財源》訪問型診療所収益（医師訪問、精神科訪問看   
護、訪問薬剤管理指導）、訪問看護ステーション収益  

第8回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会   

平成ZO年8月21EI、伊藤順一郎参考人資料より抜粋  

岡山モデル（ACT－おかやま）  

・《設立主体》精神保健福祉センター  

・《チーム構成》常勤スタッフ1、非常勤スタッフ5（精神保   
健福祉士、作業療法士、看護師（保健師）、臨床心理士）  

・《チーム精神科医》精神保健福祉センター医師  

・《入り口》保健所、市町村、地域活動支援センター（危機   
介入）、精神科病院（退院促進）  

・《出口》 通院医療機関、地域資源（安定した医療供給、   
生活支援）  

・《財源》県費  

第8回今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会   

平成20年8月21日、伊藤順一郎参考人資料より抜粋  
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・訪問看護   

一医療機関による精神科訪問看護の充実、訪問看護  
ステーションの活用による、精神科訪問看護の一層  

の普及   

一従事者の研修等の推進、医療機関と訪問看護ス  
テーションとの連携の促進   

一福祉サービス等の利用との連絡調整や、病状不安  
定な対象者への対応の強化等、訪問看護の機能の  
充実  

・ケアマネジメント・ACT   

一重症の精神障害者の地域生活支援に当たって、訪  
問看護ステーション等がマネジメント又はその一部を  

担い、多職種が連携し迅速・適切に支援できる仕組  
みの構築   

一極めて重症な者について、重点的かつ包括的に支援  
を行う仕組みの構築  
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7．窟j軌カき伴わをいるの   

◆訪問指導   
○ 保健所等の精神保健福祉相談員及び保健師等が、本人又   
は家族の同意のもとに自宅を訪問し、受診の勧奨又は医療・服   
薬継続の重要性等について、本人又は家族に相談指導を行う。   
（※危機介入的な訪問など保健所長等が必要と認めた場合にも   

実施できることとされている。）   

○地域保健活動の一環として、都道府県等が実施。  

3．基j鮭髪膚や‘謬整を行ラるの  

◆精神科救急医療体制   
整備事業  

0精神科救急憎報センターが、精神障害   

者又は保護者等からの相談窓口となり医   
療機関の紹介を行うほか、精神保健及び   
精神障害者福祉に関する法律に基づく移   
送を適正かつ円動こ実施するために精神   
保健指定医、応急入院指定病院等と連絡   
調整を実施。   

○各医療機瀾は常時対応施設・輪番施設   
等としての役割を担い、精神科救急情報セ   
ンターからの紹介等を受け、救急患者を受   
け入れ。   

○都退府県等が実施し、国が予算補助を   
実施。  

2．虜詔カき伴ラるの   

◆措置入院   
○ 医療及び保護のために入院させなければ、その精神障害のた   
めに自身を≠つけ又は他人に書を及ぼすおそれがあると指定医（2   

名）が認めた場合に、都道府県知事が患者を入院させることができ   

る制度。保健所等を通じて実施される 

○精神保健福祉法に基づき、都道府県等が実施。  

◆34条移送   

○指定医の診察Iこより、直ちに入院させなければ医療及び保護を   

国る上で著しく支陣がある看で、本人が入院の必要性を理解できな   
い場合に、保護者の同意のもと、医療保護入院又は応急入院をさ   
せるために精神科病院（応急入院指定病院）に移送する制度。毘   

鼠覿葦を通じて実施される。   

○楕神保健福祉法に基づき、節道府県等が実施。  
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法第34条に基づく移送について  

実施までの流れ  
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法第34条に基づく移送の実績  

○平成19年4月末～20年4月末までの1年間で34条に基づく移送を実施  

したのは64都道府県・指定都市中28自治体（移送件数は200件）。  

○平成12年の施行時から8年間で移送件数は1，445件となっているが、  

13自治体で体制の整備がなされておらず、7自治体においては体制は  
整備されているが、制度創設以来実績がない。  

○実績が少ない理由としては、適用の判断の難しさ、指定医の確保等  

の実施体制の確保の難しさ等が考えられる。  

○精神科救急医療体制整備事業において移送経費を補助対象として   

いる。（補助率1／2）  
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・危機介入   

一在宅の未受診者や受診中断者等への訪問診療  

を含む支援体制の強化   

一行政機関と医療機関等の連携による、多職種  
チームでの危機介入等の支援体制の整備  
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再  
児童思春期精神科医療  

早期支援  

発達障害  

発達l甘薯者支援法 第2粂  

この法律において「発達障害」とは、自閉症・アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障雇、注意欠陥多動性浄   
書、その他これに類する脳機能の障害であって、通常低年齢で発現するものとして政令で定めるものをいう。   
2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害   
児」とは発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。  

〆一一一－ －－－－‾－‾‾‾ －－－－－－－－－ 、－－－－、  
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l（参考）  
llCD－10における  

l分類  
1  

I  

l  

くF80－8母 心男l的発漆の陣謳＞  

F80 全書言及び菖持の特異的発達l■書  
F81学力の特■的発達l■書  
F82 運動機能の特共的発達障書  
F83 混合性特集朋儒欄爛書  
F84 広汎性発達Fl書  
Fa8 その他の心理的発遵l■亨  

く二F9か99小リ2顛及び吾年動こ鯖駕発症する円熟lおよび惰埴の滞軍ニ＞  

F90 乳町性障亨   
F91行為障書   
F92 行Åおよぴ†■縛の混合性障書   
F93 小児期に特共的に発症する什緒陣書   
F94 小児期および書年期に特異的に発症する社会的機能のl叶書   
F95 チック陣書  

F89詳細不明の心理的莞壇陣書  F98小児期および書年期に通常発症する他の行動および什緒の陣も6！  「8∀肝W「明Vル電刑天1剛’  ’勺化∨ノ†丁■U仙…’耶川巧6  

■ 
l        こ岩；；蒜蒜芸：還詣芸蒜て蒜i L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿一  
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思春期に好発する精神疾患  
・統合失調症   

－5歳頃から発症しうると言われ、13～14歳頃から急増、年齢が上がるにつ  
れて成人の有病率1％に近づく。  

・うつ病   

一児童期で0．5～2．5％、青年期で2．0～8．0％の有病率。  

・パニック障害   

一青年期後期と30代半ばに発症のピークがあり、生涯有病率は1．5～3％。  

・社会恐怖（社会不安障害）   

一典型的には10代半ばで発症、児童思春期での有病率は約1％。  

・強迫性障害   

一児童思春期で0．5～4％の有病率。男子は前思春期、女子は思春期の発症  
が多い。  

・摂食障害（神経性無食欲症：AN、神経性大食症：BN）   
一若年女性でANが0．1～0．5％、BNが1～4％の有病率。10代後半の発症が多  

い。  

r子どもの心の診療医の専門研修テキストム「‾般精神科医のための心の診療テキス打よリ  

精神疾患 総患者数（20歳未満）の推移  

ロその他   

□精神運漕   

□神経症性障書ストレス関連陣書及び身体表現性   
障書  

○気分【感情］請書（躁うつ病を含む）   

白紙合失調症．統合失譲症型請書及び妄想性薄青  

（てんかんを含まない）  

平成8年  平成11年  平成14年  平成17年  

出典二患者調査 58  
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子どもの心の専門病院へのアクセスの状況  

・症状に気づいてから子どもの心の専門病院   

を受診するまでにかかった期間   

一平均2．2年  

・専門病院を予約してから受診までの期間   

－1カ月以内：53％   

－1年以上：8％   

平成20年9月～11月に調査対象医療機関を受診した初診・再診（再診は9月のみ）患者の   

保護者に対して実施した無言己名アンケートによる調査の中間結果（n＝2′085）  

；成に齢る弼」  
研究代表者‥奥山眞紀子研究分担看：さ原武男  
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子どもの心の診療拠点病院ネットワークのイメージ  

中央拠点病院  
・都道府県拠点病l浣に  

対する支援  
・医療の均てん化推進  
・書門家来並  
・研修  
・調査研究  
・情報収集・提供、  
普及啓発  

都道府県拠点病院  

支援センター設置  

子どもの心の診療拠点病院  
○中央拠点病院   

一国立成育医療センター  

○平成20年度の実施都道府県（9ケ所）   

一束京都：東京都立梅ケ丘病院   

一神奈川県：神奈川県立こども医療センター   

一石川県‥（医王病院、金沢大学付   

一静岡県：静岡県立こども病院   

一三重県二三重県立小児心療センター あすなろ学園   

一大阪府：大阪府立精神医療センター 松心園   

一鳥取県：鳥取大学医学部附属病院   

一同山県：岡山県精神科医療センター  

ー長崎県＝高梁聾孟鼻緒緒厚鮎靡㌘鮎   



統合失調症の早期発見・早期支援  
未治療期間  

・精神症状  
なし  

・何らかの  
精神症状   

・発症後2～5年以内  
・未治療期間を短縮し、適  
切に支援することで、予後  
が改善  

‾ i  百  ∴士∴  

普及啓発  
相軌支援  
医療への紹介  

適切な治療  
就労・就学支援  
家族支援  

医療  
（訪問・通院・入院）  

福祉サービス  

等63  

書及啓発  
相談支援  

早期支援の効果に関するエビデンス  

◆RCT（ランダム化比較試験）（1）～英国 LEO～  

初回精神病エピソード患者（144名）を、標準サービスと早期介入サービスに無作為化割  
付。18ケ月後を評価。社会機能、就労率、サービス満足度、QOL、治療継続率、服薬アド  
ヒアランスにおいて、有意に早期介入サービス群で改善がみられた。ただし、症状そのもの  
の改善については、両群に有意差みられず（Garetyetal．，BJP2006：Craigetal．．BMJ  
2004）。  

◆RCT（ランダム化比較試験）（2）～デンマークOPUS～   

初回精神病エピソード患者（547名）を標準サービスと早期介入サービスに無作為化割付。1  
2年後を評価。陰性症状 症状、社会機能の改善に有意差あり。家族の負担感  

も有意に軽減。5年後の評価では、入院施設利用率、入院日数が有意に低かった（Thorup  
etaLSchiRes2005：PetersenetaL．BJP2005，Berte［senetal．，ArchGenPsych2008）。   

◆地域介入比較調査 ～ノルウェー ¶PS・｝  

早期介入を行っている地域とそうでない地域におけるDUP、症状、社会機能、自殺率を比  
較。介入地域でDUPが有意に短く、初回精神病エピソード患者の旦生後の症状、特に塵塩  
症状レベルが有意に低く、就労・就学の割合も有意に高い。自殺率も介入地区で有意に低  

い（MeI［eetar．ArchGenPsych2004：MelleetaL．AJP2006．Larsenetar．，SchizophrBu，l  
元06）。 平成所産阻労脚学研究…助金「思春期精神病理Ⅵ頑挙用神疾患の早期介入方策に開ける研究」朗  

岡嶋祐士研究代表者・西田淳志研究分担手緩供資料よリ  
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三重県津市における早期発見・支援モデル事業  

モデル地区（校区）  

啓発プロジェクト  

（対象・啓発手法）  

1， 生徒中学卒前啓発授業プログラム  
2． 生徒二啓発リーフレット配布プロジェクト  

生徒・保護者▼保健室だよりによる啓発  
保護者幼・小・中保護者合同啓発研停会  
教員早期事例ケースマネージメント研修会  
養護教諭幼・小・中暮護教諭合同勉強会   

一般医早期連携促進訪問活動  
一般医早期発見パンフレソト配布プロジュク  

学校内精神保健推進プロジ工クト  

1 校内精神保健特別支援委員会の設置  
特別支援コーディネーター、暮護教諭 
スクールカウンセラー、各学年特別支揮担当者  
スクールソーシャルワーカー、管理職（教頭・校長）  
等による定期的な検討会謙  
譲題精神的不調を抱える生徒の把握と校内に  
おける対応、保護者との連携の検討  
2 校内精神保健特別委員会、保護者からユー  

スメンタルサポートセンターM【E早期支援アウ  
トリーチチームへの相故、連携要凝  1 英国早期支援国軍プロジェクト委員による集中研修  

2  定期的な事例検討とサービス内容のレビュー  

平成コロ年鷹サ望労≠手4学研究井補助金「忠書岬精神病環の綴字と精神疾患の早期介入方策に附する研究」田嶋祐士研究代靂書・西田攫志研究分担者提供資料より  

三重県津市で使用した啓発資料（厚生労働科学研究により実施）  

中学生・高校生向けリーフレット（授業使用版）  

早期の気づき  

W            ′エ ‥．   若井）〔多くご∴ここう某Lフ、；eや  

■lナ■・けh．∴JJ   
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平成20年度悍′1二労冊科学研究こころの健康科学研究事業  
「思春樹精神病埋の疫学とII一期介人方策こ関する研究」（ト往研究斤：抑崎拓仁   
分担研究者：西＝沖詫、研究協力音：き＝瑚博彦、「りーイJ美  
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・児童・思春期精神科医療   

一児童・思春期の専門の医師数の拡大   

一精神科医への児童・思春期精神医学の研修等の推進   

一医療機関が児童・思春期精神科医療により積極的に取り  
組むための施策の推進   

一専門病床・専門医療機関の確保等、医療提供体制の拡  
充  

・早期支援   

一若年者に専門的・包括的な診療・支援を行う医療機関の  
モデル的な実施一検証と普及   

一若年者の診療や、臨界期の統合失調症に関する治療■支  
援の質の向上   

一地域において、若年者やその家族等がアクセスしやすい  
相談機関の、モデル的な実施・検証と、普及   

一家族、精神科以外の医療従事者、行政機関、学校等、若  
年者を取り巻く支援者を対象とした、早期支援に関する知  
識と理解の向上  
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73  

め  殺を予防するた  

自殺の実態を明らかにする  国民一人ひとりの気づきと見  
守刃を促す  

早場対応の中心的役割を果たす  
人材（ゲートキーパー）を暮成する  

●実態解明のための調査の実施  
●情報提供体制の充実  
●自按未遂者、遺族等の実態解明及び支援   
方策についての調査の推進  

○児童生徒の自殺予防についての調査の推進  
●うつ病等の精神疾患の病態解明及び診断・   
治★技術の開発  

●既存賃料の利活用の促進  

●かかりつけの医師専のうつ■幕の書躊換1の夢■治療技書の向上  

C）鞍■■rニ対する書及啓発事の実施  

●蝿墟侵tスタッフや虔豪傑■スタッフのtTの向上  

●介靂支撫■∩■専に対する研書の実篤  

●民生妻1兄1蚤■讐への研●の欒▲  

●他姓でのリーダー暮戒研■の筆■  

●社会的■因に■暮する相職■の義Tの向上  

●1農事に対応する公的■■のt入の★■の向上  

●す■★材のl■発専  

●白線隷書従事警への心のケアの鞭▲  

●自殺予防遇周の設定と啓発■業の   
実施  

○リヲ室生徒の自殺予防に資する教育   
の実施  

●うつ病についての普及啓発の推進  

兼切な精神科医■を受けられ  
るようにする  

会的な取組で自殺を防ぐ  心の健康づくりを進める  

●暮場におけるメンタルヘルス対策の推   

進  
●地域における心の健康づくり推進体制  

の整備  
○学校における心の健康づくり推進体制  
の整備  

○多重債務の相談寄口の整備とセーフティネット  
融鐘の充要  

●失業者等に対する相談者口の充実等  
○経営者に対する相談事業の実施専  
○法的間飽解決のための情嘲提供の充実  
●危険な場所、薬品等の規制等  
C・インターーネット上の白坂琴連作増対策の推進  
○インターネット上の自殺予告■案への対応等  
●・介護者への支援の充実  
0いじめを苦にした子どもの自殺の予防  

0幸貞道機関に対する世界保健機裾の手引きの周知  

●精神科医をサポートする人材の養成  
など精神科医療体制の充実  

●うつ病の受診率の向上  
●子どもの心の診療体制の整備の推進  
●うっ病スケノーニングの実施  

●慢性疾患患者等に対する支援  
●うつ病以外の精神疾患等によるハイり   

者対策の推進  

遺された人の苦■を和らげる  民間団体との連携を強化する  

●自殺者の遺族のための自助グループ   

の運営支援  
●学校、暮場での事後対応の促進  
●遺族のためのパンフレットの作成・配布  

の促進  
○自殺遺児へのケアの充実  

●民間団体の人材育成に対する支援  
●地域における連携体制の確立  
●民間団体のt話相談1葉に対する支援  
●民間団体の先駆的・試行的取組に対す  
る支援  

（●は厚生労■省関係）赤字平成20年度新規追励目  平成19年6月8日間議決定  
平成20年10月31日一部改正  
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自殺総合対策大綱改正（H20．10．31）  

のポイント  

自殺を予防するための当面の重点施策  

5 適切な精神科医療を受けられるようにする  

●うつ病以外の精神疾患等によるハイリスク者対策の推進  

うつ病以外の自殺の危険因子である統合失調症、アルコール依存症、薬  
物依存症等について、調査研究を推進するとともに、継続的に治療・援助   

を行うための体制の整備、自助活動に対する支援等を行う。  

また、思春期・青年期において精神的問題を抱える者や自傷行為を繰り   

返す者について、救急医療機関、精神保健福祉センター、保健所、教育機   

関等を含めた連携体制の構築により適切な医療機関や相談機関を利用で   

きるよう支援する等、精神疾患の早期発見、早期介入のための取組を推進  
する。  

●は厚生労働省関  

自殺総合対策大綱改正のポイント  

殺を予防するための当面の重点施  

6 社会的な取組で自殺を防ぐ  

○インターネット上の自殺関連情報対策の推進  

等三者に危害を及ぼすおそれの高い物質の製造方法を教示し、その製造を誘引  
する情報について、プロ／くイダ等が契約約款に基づき削除するよう依頼するインター  

ネットホットラインセンターの取組に対する支援を行う。  

また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段等を紹介するなどの情報等  
への対応の在り方について、明確化を図る等の対策を推進する。  
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律  

に基づく取組を促進し、同法に基づく基本計画等により、青少年へのフィルタノング  
の普及を図るとともに、インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推  
進等を行う。  

推進体制等   
1国における推進体制  

○特異事案の発生等の通報体制を整備するとともに、関係府省緊急連絡会議を機  
動的に開催し、適切に対応する。  

2 地域における連携・協力の確保   

○市町村においても自殺対策担当の部局等が設置されるよう、積極的に働きかける。  
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自殺対策関連予算  
平成21年度予算  

23億円  
平成20年度予算鍍  

13債円  研究の推進  

3．0億円→3，2億円  
●自殺対策の仁めの戦略研究  

●心理竿的剖検データベースを活用した自殺の原因分析に   普及啓発  
86百万円→80百万円  関する研究  

●自殺のハイリスク者の実体欄明及び自殺予肪に  

関する研究  

自殺予防総合対策センター   

31百万円→53百万円  
●「積神保健医療福祉の改革ビジョンj、「斬健康  

フロンティア戦略」、r自殺総合対策大綱」に基づ  

いた普及啓発事業  
●普及・啓発活動を行う当事者育成のための専門家  

壬成研修事業  

●自殺解析Ⅶ闇（新規）  

●自殺対策ネットワーク嚢l義  

●情報収集発信（Webサイトrいきる」）  

●保」駿所、精神保線福祉センター、民間団体の相  

体制の充実と人材育成   
5．0億円→12．4億円  

●かかりつけ医うつ病対応力向上研修  

●メノウルヘルス相談実施体制の整備  

●うつ病者等精神障害者の服場棲痛支援のた  

めの総合支援事業  

談員に対する書門研♯  
●心理書等カウンセリング技術向上研離  

3．8億円一→6．2億円  
●自殺未遂看■自殺者遺族ケア対策車霊  

●地域＃：神保儀精薄看研尊事1  

●事業場におけるメンタルヘルス対策への支援  

●地域自殺予防情報センター運営事業（新規）  

●自投防止ヌ寸荒事業（新規）  

●地域自殺対策推進事業  
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H21年度補正予算（内閣府）「地域自殺対策緊急強化基金」の概要  

事業の実施  

亡欄i道〝‡県に、Ii血り）3年「責Iの対師ご係る「地域自穀対策緊急強化基金」（詳）を逓軋 何歳体制整備及び人材養わk等を緊急に■夫腋  

○地域の実情む頼主えて】l二的に取り机む地方公共l珂体の対策やとく間団体げ）活動等の支援に上り 「地域における自殺対策力」を射ヒ  

r：）榔土事業メニ1－－を挺′rこし、都道府県が地域の実情を踏まえて実施事業を選択するメニューーん式  

（こ室）「背徳l叫針上 浦助ヰト川／10（地方負神なしノ）、時期 2仲度から23年便までの：川Hi】で′実施  

対面盤相緻支撞事暮  
†削卦行肘問閥や代聞け冊こ剰lり束を清川しノた∃‘＝昔村議り＝トめ吊）仁山〃   

文様flj談J．率）を美施十て′Jど川裁文様†本別を碓化   
牒＝ すりトト ■巾ム蓼卜け∴k軋上等ハ欄γ牒 ■Lふ1、筆 削囁 ち填l薗拷問均等 

相談． 〉   ノ」、ノー健贈相談トレ1，、長滝  

◎t華相談支援   

閥榛＝政牒偶作山川＝H体力、りう；‡乙．i．用】裁一軒茎J、正人   

③人材暮成事■三   
【‘l手芸曳・考えていろノ、、什甘心風祈等■J段√）危険性し′′れしLノ、、【」l段宵山   
l皇族やに対L、適Uけごり」こ、・とば与・†J）J、fトズハ慶一プk  
〔※〉 r†IIJ■l†「繍神f羊雉福相ごノ   l￥健一市         7月青ノ‡／．く◆ご  

代聞川化↓欄ば津 ▲＝㍗雫石鳶l7t  

④鷺及啓発事業，   
国代 人ひ上り正章欄＝・防山たれ二日動＝芯1  ′L－  りI）   
できろ⊥うに十る仁り′ノノ広報′音耀ケ′ム施  

⑨軌モデル事業   
地域に∫jける〔】段i一策を軒でに強化すろ′←二机再寧牒 私を美砲  
いも． い「リ ■しツ稚い∴‥†そ ト  L r．与勤ノ〉ゝほ  咋げ）¢蟻t鼻・『∴  ルノ′  

柁匪僧牒†1一－√7）～rカゝナ合、、／〉÷：小農貞ヱ漣耳 ご 7潮岬l∴ぺ札十1什J▲漬け1  

姫†〉線1い■套  

： ∴．：：．t■．1：■－●丁‘丁小一チエl：12  

蜘白せ割算繁▲強化文や金  

都護府輿に鹿骨莞減  
捻鴬色較対義繁♯鎗牝暮露  

事業書十顔（■周作■）  l12：l（＝包．t7し′）汁鵬澗ドりり  

ハ長粒施策等  【う‘‡紳ノ怯げ）・声染、粍脅  

嫉鋸い萌し粕    等  
t※）－小目度裾定  

事■計画（市町抑  
筍輔鰊＃F毛深j  

⊥与．≡克て卜皆の掌嘗、椎貨で  
l】L二1了†度モてrハ‖「L一軒瑚描巨  

1＼やヽも「・こ  

アルコール、薬物の使用と自殺との関連  

○アルコール、薬物の使用は自殺関連行動の危険性を高めると考えられている  

○国内においてアルコール、薬物の使用が原因とされる自殺者数   

平成20年の自殺者32，249人中   
・Z拙腹症 310ム   
・監物呈L用 48人  
（警察統計より、原医卜動機が特定された看23．490人における数、原因・動機は3つまで計上）  

精神疾患の経験がその後の自殺傾向に与える影響  自殺既遂看における精神疾患の存在  
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 精神科入院歴のない自殺既遂舌8205例について謂貸  

株数診断の総数（12292Jに対する割合を示している  

臥打Idotl・」M F加chmann A  
SリーCikさndp叫dⅦ一代d喝nO引S■WkI〟厄●叩CtlVe  
W（椚dPi咋hl射け1（3）181185 2∝】2 より作成  

トl  －←■ ■′－   ・† ． こ  ＝■■ ‾ ：l ■■ ll こ▲ →－  

■■ ■ヽ▲・・t．J1 ．・・ ■、、■い．ト ■・l＼－■  

平成柑年度厚生労■椙筆研究「こころの鍵■についての疫学調査に関する研究J主任研究書川上有人  
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物質依存症の治療ステージ  

治 療   

1．導入期   2．解毒期   
3．リハビリテーション  4．リハビリテーション   

ステー  
ジ  前期   後期   

関連問題・関連障害  急性中毒・離脱症状へ  精神依存への対処  再摂取の危機への対処  

（肝障害、家庭内不和、  物質関連障害の治療  家庭内問題への対処  
対処点            警察沙汰、精神症状  就職   

など）   

病気としての理解  新薬   依存の洞察   断薬の継続  

治療への動機づけ  身体・精神症状の改善  精神の安定化  ストレス対処行動の獲  

目 標  社会生活技能の向上   得  
家族の回復  

生活の安定化   

家族の協力   薬物療法   集団精神療法   断酒会、AA、NA  

家族数育   補液   断；酉会、AA、NA   外来治療  

方 法                    職場・内科医の協力  入院治療   内観療法、行動療法  

抗酒薬  家族療法   

家族環法   

（注）入院治療の場合には、解毒欄とリハビリテーション前期が適応となり、リハビリテーション後期は退院後のアフターケアに相当する。  

114 

樋口遭、和田爛■井、2002）よリ  「アルコール・薬物関連陣書の診断・治■ガイドライン   
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依存症者に対する自助活動の有効性  
0依存症からの回復については、当事者同士脚  
蜘、、依存物質を使貝  
しないよう相互l迎ナあうといった遣勤（自助活動）を続けていくこ  

とが有効であることが知られている 
○自助活動を中核的なプログラムとする自助グループやリハビリ  
施設が、依存症当事者によって作られており、佐壷症からの回復  
片お拉て中揉的な鼠劃皇果ナニしてし＼る、  

三三二二こう、  
リハビリ施設ノ  

＿● ●●◆●  

．・・完㌫ぶ：芯・・．  
’●・．．書こどゐ．．・・◆   

回復した状態の維持  

依存物質  
（アルコール、  

薬物など）  

■  ■  
■■  

再乱用防止■■  

：＝＃＝：：＝＝＝‥：：ごノ  85  I：二：：：：：：  
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・依存症   

一依存症患者の回復のための支援について、医  
療、リハビリ施設、自助グループ等の役割の明確  
化と普及  
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精神科医療機関の機能分化（イメージ）  

■精神科病院、診療所、訪問看護ステーションが  

■患者の身近な地域で提供体制を確保  
■診療所の在宅医療・救急医標への参画を促進   
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西  
陣害者自立支援法改正案  
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相談支援体制の強化  
市町村ごとに取組状況に善がある  

また、地域の支援体制づくりに重要な役割を果たす自立支援協議会の位置付けが法律上不明確。  

→ 地域における相談支援体制の強化を図るため史酬  
置。   

→ 自立支援協議会lこついて、設置の促進や運営の活性化のため、法律上に根拠を設ける。  

※ 市区町村における地域自立支援協議会の設置状況65％。（H20．41現在。20年度中に更に20％が設置予定）  

※ 平成19年12月の与党PT報告書においても、自立支援協議会の法令上の位置付けの明確化について指摘。   

→ 地域移行や地域定着についての相談支援の充実。：緊急時に対応できるサポート体制等）  

支給決定プロセスの見直し等  

（課題）サービス利用計画の作成については、①計画の作成が市町村の支給決定後となっている、②対   

象が限定されている、などの理由からあまり利用されていない。   

→支給決定の前に±ニビス利用計醐考とするよう見直し。   

→ サービス利用計画作成の対象者を大幅に拡大。   
※ 現在のサービス利用計画作成費の対象者は、重度障害者等に限定されており、利用者数は1，920人（H20．4）  

97  
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精神障害者の社会復帰のための支援について   

【精神保健及び精神障害者福祉に関する法律改正関係】  

○ 精神障害者の社会復帰の促進を図るためには、退院に向けた調整等におい   

て、地域の福祉サービス事業者との連携を確保することが重要。   

→ 医療施設の設置者や管理者が、障害福祉サービス事業者、一般相談支  

援事業者等と密接に連携するよう努めること等について、規定する。  

○ また、精神障害者の社会復帰の促進を図るために、入院中から多職種によ   
るチーム医療の下で、退院に向けた支援が行われることが重要。   

→ 精神科病院等の管理者が、当該施設の医師、看護師等による有機的な  
連携の確保に配慮することについて、規定する。  

◆今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会中間まとめ平成20年11月20日   

4．入院中から退院までの支援等の充実について  
0 精神障害者げ）地域生活への移行及び地域生活の支援等の施策（ハ推進体制につい   

て制度L位置付けるべき。  
その際、精神保健医療福祉に従事する者について、相引こ連携・協力を図り、精神   

障害者の地域生活への移行や地域生活の支援に取り組む責務を明確化すべき 

精神科救急医療の整備について   

【精神保健及び精神障害者福祉に関する法律改正関係】  

○ 精神障害者の安定した地域生活を支援していくためには、夜間休日の病状  
の急変時等に迅速に対応するための精神科救急医療を提供する体制を、地域   
の実情に応じて充実することが重要。   

→ 都道府県が地域の実情に応じて、精神科救急医療の確保のための必要  
な体制整備を行うことを規定する。  

○ また、精神科救急医療体制の確保のためには、措置診察等の業務を担う  
精神保健指定医を地域において十分に確保することが必要。   

→ 精神保健指定医が、精神科救急医療等の都道府県における精神医療  
体制の確保に協力すべきことについて、規定する。  

※措置診察・・・自傷他菩のおそれのある精神障害者に対して、都道府県知事等の権限で行われる強制的な入院のために必要な診察  

（参考）  

・・平成20年12月の社会保障審議会障害者部会の報告書において、精神保健指定医に   

ついて、措置診察等の業務や精神科救急等の都道府県の精神医療体制の確保に協力   

すべきことを「法律上規定すべき」とされている。  

”自治体や関係団体からも都道府県が中心となって精神科救急医療体制を整備するべ   

きとの意見が寄せられている（  
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精神保健福祉士の養成の在り方等の見直しについて  
【精神保健福祉士法改正関係】  

1．地域生活支援を担う役割の明確化   

精神障害者が地域において安心して自立した生活を送るために  

は、 退院後の地域生活支援を充実することが必要。   
一→ 精神保健福祉士の業務として、地域生活において必要な相談を担う旨を  

明記。  

2．高い専門性の確保   

地域生活への移行の推進や地域生活の支援の充実のためには  

専門職が資質を向上し、嘉い専門性を有することが必要。   
→ 新たに、「医療関係職種以外のサービス関係者との連携」、「資格取得後  

の自己研讃」などについて規定。  

J患考1  

・社会保障審議会でも、精神障害者の地域生活の支援を担うという役割や、資  
格取得後の資質の向上の責務の明確化をすべきとされている。  

・また、「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」においても、同様  
の提言がなされている。  
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5 がん対策の推進と保健師に期待すること  

健康局総務課がん対策推進室  

室長 前田 光哉   



【略歴】  

平成 4年 3月  

平成 4年 4月  

平成 6年 5月  

平成 8年 4月  

平成 9年 7月  

平成11年10月  

平成12年 4月  

平成13年1月  

平成13年 7月  

平成16年 7月  

平成17年11月  

平成18年 4月  

平成19年 4月  

平成20年 4月  

神戸大学医学部卒業  

厚生省入省（保健医療局精神保健課）  

秋田県福祉保健部保健衛生課主査  

厚生省児童家庭局母子保健課主査  

厚生省保健医療局国立病院部経営指導課課長補佐  

厚生省大臣官房厚生科学課課長補佐  

厚生省大臣官房政策課課長補佐  

厚生労働省政策統括官付政策評価官主室長補佐  

山口県健康福祉部健康増進課長  

厚生労働省健康局結核感染症課課長補佐  

厚生労働省大臣官房厚生科学課課長補佐  

厚生労働省関東信越厚生局健康福祉部医事課長  

厚生労働省健康局総務課地域保健室・保健指導室室長補佐  

厚生労働省健康局総務課がん対策推進室長  
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がんは死亡原因の第1位  

がん死亡者数 34万3，∞0件（2008年推計）   

「日本人の3人に1人が、がんで死亡」  

がんの生涯リスクは男性51％、女性39％  

「日本人男性の2人に1人、女性の3人に1人が  

がんになる」  

継続的な医療を受けているがん患者は142万人  
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国立がんセンター 設置  

悪性新生物が死亡原因の第1位となる  

対がん10カ年総合戦略（～平成5年）  

がん克服新10カ年戦略（～平成15年）  

第3次対がん10カ年総合戦略（～平成25年）  

がん対策推進本部 設置（厚生労働省）  

がん対策推進室 設置（厚生労働省健康局）  

がん対策基本法 成立  

・昭和37年  

・昭和56年  

・昭和59年  

・平成6年  

・平成16年  

・平成17年5月  

・平成18年4月  

・平成18年6月  

・平成18年10月がん対策情報センター間設  

・平成19年4月 がん対策基本法 施行  

がん対策推進協議会 設置  

平成19年6月 がん対策推進基本計画 策定（閣議決定）  

○ 専門的な知識及び技能を有する医師  

閣議  

活の質の維持向上 

○ がん医療に関する情報の収集提供  

研の進等  
○ がんに関する研究の促進   

林道府県カ  ○研究成果の活用  

⊂‡＞  

資する治験の促進  

○臨床研究に係る環境整備   

∬137－   



主な目犠   ベースライン   現状   目書達成時期  

がんによる死亡者の減少   平成17年   平成19年   平成27年  

（75歳未満の年齢調整死亡率の20％減少）   92．4ウも   88．5，も   73．9†も以下  

【10年以内】   （l00，も）   （95．8，も）   （809も以下）  

医療機関の整備等   平成19年度（当初）  平成20年鹿（当初）  平成21年度（当初）  

原則として全国すべての2次医療圏において、   79，9，も   98．0％   104．丁，も  

概ね1か所程度拠点病院を設置  

【3年以内】注）19年度末現在の医療圏数をベース   毒当’⊥二葉二三  ；票■’萱等；  ；賀’j等二三  

がん医療に関する相談支援及び情報提供   平成19年度（当初）  平成20年度（当初）  平成21年度（当初）  

原則として全国すべての2次医療圏において、   42．2†も   98．0†も   10ヰ．7†も  

相談支援センターを概ね1か所程度整備  ■ 

【3年以内】注）19年度末現在の医療蘭数をベース   ；当等ニミ  ；毒岩室二∴  ；竃j等二；  

平成16年度   平成19年度   平成23年度  

（男性）   （男性）   （男性）  

胃  27．6■  胃  32．5ヽ  胃   5肌以上  

がんの早期発見  肺  川．7■  肺  25．7ヽ  肺   50ヽ以上  

効果的・効率的な受診間隔や重点的に受診勧  大腸  22．2■  大腸  27．5l  大腸  50■以上  

奨すべき対象者を考慮しつつ、受診率を50％  （女性）   （女性）   （女性）  

以上とする。   胃  22．4■  胃  25．3■  胃   50ヽ以上  

【5年以内】注）受診率は包民生活基礎調査から   肺  13．5ヽ  肺   21．川  肺   50ヽ以上  

大腸 18．5■  大腸  22．7t  大腸  5肌以上  

子宮  20．8l  子宮  21．3方  子宮  50■以上  

乳   19．肌  乳   20．3ヽ  軍L  50ヽ以 
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4 
がん診療連携拠点病院制度二貰昆嘉蓋義慧ミ≡竃 

＜拠点病院の役割＞  厚生労働省  

●専門的ながん医療の提供等 應讐∂讐覧芸芸   
（手術、放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせ  
た集学的治療の実施や治療の初期段階からの緩和ケア  
の実施等）  

●地域のがん診療の連携協力体制の構築   
（研修や診療支援、患者の受入・紹介等）  

●がん患者に対する相談支援及び情報眉供  

国立がんセンター  前
出
・
柚
漏
 
 
 

がん対策情報センター  

地域がん診療連携拠点病院  
相 支 センター  

地域がん診標連携拠点病転  

ン ー  お鯵療連携  

【榔■府嘱カlん拝■攫檎協沈金の粉■】  

孟宗主ょ芸冒妻ヲ三芳宍…霊！芸器丁≡芸成一広鞠  

地域がん診療連携拠点病院  

地域の医療機関等（病院、診療所（例：在宅療  
暮支援診療所）、かかりつけ医など）   
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放射線治療の推進  

現 状  
・放射線治療は全国約700カ所の医療機関において実施されている。  

●隻智蓮華驚詣辟腰民譜空管理などの従事者（医学物配や放射線治療品  
放射線治療の認定医：542人（2007年4月現在）  

医学物理士：319名（2007年5月現在）、放射線治療品賢管理士：501名（2007年1月現在）  
・ 放射線治療を受けているがん患者  

推計実患者数：約16万2千人（日本放射線腫瘍学会調べ）、がん患者の25％  

がん診療連携拠点病院に対する支援等   

①がん診療連携拠点病院機能強化事業、②放射線治療機器緊急整備、   
③がん診療違欄側点病院の整備に関する指針の改定（平成20年3月1日付）  

国立がんセンターにおける研修・診療支援  

（む放射線治療計画策定にかかる研修、②放射線治療の品質管理  

平成20年度診療報酬改定  
①新しい放射線治療の保険導入、②放射線治療における充実した安全管理体制の評価  

点病院において放射線治療を実施  
都道府県拠点病院等において放射線治療部門を設置  
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主要各国の医療用麻薬使用量   
国民100万人1日あたりモルヒネ消費量換算（g）   

2004年－2006年の3年間平均値  

モルヒネ  フェンタニル  オキシコドン   合計   

アメリカ   150．3   829．5   423．6   1，403．4   

カナダ   186．9   541．4   362．0   1，090．3   

ドイツ   5l．1   981．1   56．5   1，088．7   

オーストリア   362．2   507．3   12．6   882．1   

フランス   117．9   333．3   8．9   460．1   

オーストラリア   152．5   129．3   145．5   ヰ27．3   

イギリス   69．9   202．3   26．3   298．5   

イタリア   10．4   126．9   3．0   140．3   

日本   11．1   54．2   3．8   69．1   

韓国   4．4   27．6   4．7   36．7   

国際麻薬統制委員会（INC8）レポート2007年版より  
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がん検診の受診率向上への取り組み  

平成19年度  平成20年庄  平成21年度  平成22年康  平成23年度  個別目♯  

・効果的・効率的な受診  
間隔や重点的に受診勧  
奨すべき対象者を考慮  
しつつ、5年以内に、5  
0％以上とする  
・すべての市町村にお  

いて、精度甘理・事業評  
価を実施  
・科学的根拠に基づく  

がん検診の実施  

○女性の健康支援対策事業費菩七井  
○がん検診受診促進企兼連携委託書事  
○がん検診受診率向上企兼連携推進事業  
0がん検診受診向上指導事業  
○マンモグラフィ検診従事者研♯事業  
○マンモグラフィ検診＃優向上事業  
○乳がん用マンモコイル緊急整骨事業  
○デジタル機能搭tレントゲン検診事の整備補助  

糾
糾
 
 

齢
如
齢
削
郎
 
 ※ このほか、都道府県がん対策重点推進事業（平成21年度予算 69億円（緩和ケア研修部分を除く））においても、  

がん検診に関連する事業の補助が可能となっている。  

※ 市区町村がん検診に係る費用については交付税により別途措置（約り00億円程度）。  

がんの病態、検診の重要性、がん登録、緩和ケア等に対する正しい理解  

の普及・啓発のための方策について検討するとともに、有効かつ的確な普  

及■啓発事業を実施。  

（委 員）  

天野 慎介 特定非営利活動法人グループ・ネクサス理事長   
衡藤  隆 東京大学大学院教育学研究科健康教育学教授   

兼坂 紀治 社団法人日本広告業協会専務理事   
塩見 知司 財団法人日本対がん協会理事・事務局長   
関谷亜矢子 日本テレビ元アナウンサー   

永江美保子 アフラツク営業教育部がん保険推進課長  
○中川 恵一 国立大学法人東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部長   

山田 邦子 タレント   
若鳥 文彦 国立がんセンターがん対策情報センターセンター長補佐  

（○座長）  
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関係者によるがんの普及啓発に関する先進的事例のプレゼンテー  

ションや、懇談会委員によるフリーディスカッションを実施  

渡辺副大臣による挨拶  

（平成20年10月24日 第1回懇談会）   

がんに関する正しい理解の普及・啓発のため、本  
懇談会における活発な議論を希望するとともに、が  
ん対策のより一層の推進に向けての決意を表明。  

スター混声合唱団によ皇合唱  

（平成20年12月26日 第2回懇談会）  

「がんに立ち向かう人たち、そして、その家族の  
みなさんを勇気づけたい」との目的に、懇談会メ  
ンバーの山田邦子さんが結成した「スター混声合  
唱団」有志による合唱  

（懇談会での主な意見）  

・第1回 がんに関する正しい知識を普及するためには、学校数育の重要、また教科書への記載の充実が必要。  

・罵2回 がん検診の受診勧奨において、♯中キャンペーンの実施、企業・団体・NPOを巻き込んだ実施  

本部の設置、明確なメッセージの発信等が必要  

・がん診療遵撒拠点■峡也能   肝炎蠣克服緊急封書研究費  
麹化暮♯   5．486百万円   

・がん書∩医ヰ床研♯モデル   ・がん檎鯵受鯵促進企■連携婁托  

・自陣共同山♯及び鮪集の畢   ・がん榛鯵受鯵車向上企t連携稚  

嘲承8事の雉1 12召万   
・女性の●オ支檀対書手託事業   
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平成21年度予算  がん検診受診率向上企業連携堆進事業  

企業への連携案、企  
業連携の可能性等の  
プレゼンをもとに実  

施本部を設置、がん  
対策の情報の提供、  
指導  

①企業連携の全体管理、全体戦略の策定、連携事業の進捗状況の把握  
②企業連携企業の職種、同種企業の波及効果、関連企業への影響力、  
職員数、がん対策に対する意識度の調査  
③企業の性質にあわせた連携案の企画立案、提示、調整等  
④公式Webにおける優良企業の活動状況の紹介  
⑤ピンクリボン等の関係団体との連絡調整 等  

①連携企業候補から有力企  
業を胴査の上、50社選定   

②企業部門で連携を打診後、  
企業から賛同を得る  

（診企業の性平にあわせた、  

連携内容の案を提示、がん  
対策の基本情報の提供  

④他社との調整など連携痍  
施の支援及び実施後の効  
果測定  

テレビ、新聞、ISP／ポー  

タル、PR型企業、生命保  
険企業、製薬企業、検診  
機器企業、イメージ向上  
を見込む顧客接点の多い  
企業、連携に積極的な業  
界・リーディング企業  

企業独自のがん検診受診率   
向上のため活動を実施  

ー146－   



ー147－   



－148－   



平成21年度補正予算  女性特有のがん検診に対する支援（216億円）  

厚生労⇔省   

・交付要綱、実施要綱の通知及び検診手帳、検診無料クーーボン、受診案  
内の雛形を都道府県を通じて発出  
・がん関係主管担当者会議等を通じて手業の説明及び協力倭輯  
・市区町村の申請によりがん検診対象者に応じた額を交付決定  

県域を越えた職場の市区町村  

○乳がん40蔵、45i、50鎗、  
55歳、60鐘の女性  

0子宮鶉がん20濃、25麓、30歳、  
伍）管内のがん検診対t者台樽を整備  

②管内の対た者の受診串を50％とした人数lこ一   

定単価を掛けた金執及び管内の対1者に応じ   

た検診手性、検診ホ粕クーポン、受診勧奨通   

知の費用及び人件t等の地方事梓書を群遭   

府県を通じて国に申講  
（罫検診手嶋、検診k料クーポン、受診茶内を作   

成の上、管内の対■者のt人宅に送付。  

④年度内に兼愛診看の棲鯵兼用をホ道府県に   
報告。  

⑤事業完了後に乗積報告暮を提出。  

一機診■科クーポン  
・身分i正明暮雫持蓼  

■料クーポン灘の枚数  
による書用の計澤′  

利便性：土日・夜蘭の受さ対応を強化  
マンモグラフィ検診暮の活用  

（子宮壬がん検診、乳がん榛診の  

交付申請  

0検診手帳、クナボン券の作成、僧  

0検診機綱との調♯  

交付決定  

0クーポン券を元に檎鯵機れに対する検診暮用  
○厚生労働省に対する精勤金申請、実績  

（受診者の利便性の確保）  
（！）休日、夜慨における検診の実施やマンモグラフィ検  

②近隣の市区町村及び県域を越えた市区町村との連携謝ヒ  

ク
ー
ポ
ン
券
 
 

検
診
手
帳
 
 

0検診対象者  
0子宮頸がん検診、乳がん検診の夷施  

検診受診  

★用を闊求  
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がん検診受診率向上にかかる組織体制  

外部委託   厚生労働省  
がん細摘出虚   
○漉 ■  

本 部 よ：す生労■大臣  
本＊轟代理：す生労仰天臣  

醐大帥務T  

がん檎鯵貴鯵促遭企嘉遍濃檜遭本部   

0投t叫所：株式会社m  
O鯛■：一般企■からがん檎鯵受鯵  

促遭事霊に協力をしてもらう  
企▲衰選定し、その企集に  
応じた事義への協力方法を  
撫稟し、サポート金一として  

●加  
0投網：サポート会1企義が企▲精  

性に応じた独自の貴鯵tI奨  
暮義及び自社における受診  
率向上策を農開  
く地力公共団体との1機）  

アト㈱  

0組■：外ホ青汁書  

○投網：波及効果の多い  

全集の遭慶方  
法、  

企井の檜性に応  
じた協力方法の  
提藁専に対する  

円本覿轟：牡書几  
本 ♯ ■：区政れ長  

労■▲攣■t  
t用均専・児暮ま慮鳥最  
良験■よ   

事瀾轟長：大臣丁房義■t（がん対策担当）   
騨事務爬t：儀■鳥総務課がん対策維道立長   
事 群 馬 ＝儀■爬総瀾Ⅶ脚ん対策推遭重  

0捜∵割  

・がん捜鯵受診事向上に係る施策の全体進行t理   
及び全体れ集事  
・▲中キャンペーン及び記念大会の実九  

係団体等  

n立がんセンターがん対策惰■センター  
0役割 
・かかりつけ匿を遇じたがん検診の受診t一興の方策について  

娩肘  
・地方公共団附こ対する■まt】空の支援  

地方公共団体  

○租汁：事務局の毀覆  
（既存の都道府れがん対策推進協議会な  
を活用も可）  

（財）日本対がん協会（ピンクリボン響）  

0投網：がん（檎鯵）に鋼する正しい知雛の雷及・相磯の実施  
○役割：地域の特性に応じた女性特有のが  
んをはじめとするがん検診の受診促進事  
業をよ開、検診惑口の投t、公開及び精  
度の高いがん検診の実施  

・相鶴支檀センター専を着用した貴鯵勧欒  
がん鯵徽1檎拠点■腕（平成21年4月彿在二375ホ瞬） 0役割：  ・2次邑ホt内の暮及書乗事業の1爛  
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がん検診受診率50％速成に向けた集中キャンペーン（案）  

がん鵬Ml量■暮tltl事■   （触会杜t劇灘）  
本 省（がん検診50％推進本静）  

i患者団体l  

・集中キャンペーン期ⅦlJる各穫イベン   
トヘの協力  
・上書団体による受診勧奨暮■の実姓   

Iい！J芯丁  
・かかりつけ医からの受p「tl葬への協力  

サポート企事への集中キャン   
ペーンに合わせた受診勧奨事集  
の依l蠣  

・企暮遵撫IJる受診勤奏事■を  
WE8サイトで公Il  

・受診勤璽のせ良企＃及び優良団体零、ロゴ・キャッチフレーズ雫ノト中学  
生を対■としたポスター蠣の表ゎ  

・がんに■するt及苧放念による公開シンポジウムの綱催  

・政府広欄による讐及啓発  
・■1暮8】体と協力した全国キャラバン・リレーフォーライフの実施  がん検診サポート企業  

・企●幾自のがん検診費鯵車内   
上に係る広書誌Il  

国立がんセンケーがん対策憎鞭センター  

・がんに鋼する知升をイントキ7ト専l＝よリ1t掩乗せ  

・がんに粛するパンフレットの作成・配布讐  
（財）日本対がんt象金  

・イントわト、イベント■ルーフ十ライフ）響に  

よる啓発活屯、相談支援  ・■内の暮及広地パンフレットの♯威  
・共通のロゴ・キャッチフレーズ事による地域の特性に応じたt良書荒事暮の実1  

・進回柑1を活用した事義及び慮蕃団体と連携した受鯵勘賽■彙の実篤  

・住民に旛する■会を持つ企書事や特定疇■鯵董との連携、事くの人が集まる  

地■・■所・暮毅での受診b≠事暮の実施  専  

・相談支擾センター及び外来窓口  
での隻鯵tl賽事集の実1  

・各種イベントヘの臣拝、コメディカ   
ルスタッフの液1  

特定非営利法人・任暮団体  

・事¶広告，イントわー、イベント専に  

よる警乗活■讐  

・共iのロゴ・キャッチフレーズ執こよる地■の精性に応じた書及書無事井の筆▲  

・■料クーポン♯及び捜鯵手■のt巳ホ（女性特需のがん＃★）  

・住丘に捧するl■会を持つ全霊響や特定tl書暮との遵】鼻、多くの人が集まる  

蝿■・■所・紺での貴鯵tl≠事象の稟■  事  

集中キャンペーン（毎年度10月）に併せて、国・自治体・企業・■係団体等が  
相互に連携・協力して一体となった受診勧憂事業を農欄  

・よ本計爾の進捗状況  

・提案書とりまとめ担当  
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※ がん対策推進協議会の有志メ   
ンバーによるWGが、平成22年   

度概算要求に向けた施策を提   
案・検討  

→WG案を元に、がん対策推進協   
譲会の提案暮として取りまとめ  

くん対兼予  

がん対策苓  
すべきである  

薬施策への取り  

壇涛会長から舛添厚生労働大臣へ手交  

（3月19日 厚生労働大臣室にて）  

◎：会長  

○：会長代理  

0天野 慎介  特定非営利活動法人グループ・ネクサス理事長   
荒生 佳代  山形県酒田市健康福祉部健康課主任   
内田 健夫  社団法人日本医師会常任理事   
江口 研二  帝京大学医学部内科学講座教授  

◎垣添 忠生  財団法人日本対がん協会会長   
川越 庫  医療法人社団バリアンクリニック川越院長   
郷内 淳子  カトレアの春代表   
永池 京子  社団法人日本看護協会常任理事   
中川 恵一  国立大学法人東京大学医学部附属病院放射線科准教授   
中沢 明紀  神奈川県保健福祉部次長   
野田 菅生  財団法人癌研究会癌研究所所長   
唖岡 健一  特定非営利活動法人日本医療政策機構理事   
檜山 英三  国立大学法人広島大学自然科学研究支援センター長  

○よ橋 説雄  国立がんセンター総長   
本田麻由美  講書薪叩社会保障部記者   
前川 育  特定非営利活動法人周甫いのちを考える会代表   
甫  ≠借  国立大学法人神戸大学医学部附属病院腫瘍内科教授   
三好 綾  がんサポートかごしま代表   
門由 守人  国立大学法人大阪大学理事・副学長   
安岡佑帝子  特定非営利活動法人高知がん患者金一手金会長  
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1－j‘諺＝トれ      二鮨湛1≡云妄          惰軽部卵精＝妄葦…畢 ；｝ヾ＝くこ≡  

平成20年康  平成21年廣  平成22年度   平成23年度  平成24   

小′ノこ′好三筈 ・－ヽ  

匪〕  各種統計・網干  申隕報饅  
による8構の建  （稟）作成  

施策進捗状深・   成状況の舵機  
1暮  

○ 都道府県がん対策推進計画に記載されている施策のうち、特に都道  

府県が主体となって取り組むことが必要不可欠な分野とされている3つ  

の取組について、より一層の推進を図るための具体的な対処方針の作  

成を、都道府県に推奨する。  

地域の実情に即した目標項目及び到達目標を定める。  

実施主体別の取組を定める。  
（都道府県、市区町村、医療機関、職域、住民、がん患者・家族 等）  
各都道府県に設置されている、がん対策に関する協議会等の  

意見を聴きながら、アクションプランの作成・進行管理を行う。  
アクションプランの内容、進捗状況に関する評価結果は、毎年10月末まで  

に厚生労働省に報告する。  
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がん医療に関する取組（例）  
【目標】がん医療の均てん化  

【年齢静養死亡率】  
減少割合  
・全がん  0．0％  
・群性別   
■    0．0％   
大丑   0．Cl，も  
肝離   0．0％  
肺    0．0％  
乳房   0．0％  
食遭   0．0％  
胆のう  0．0％  
織   0．0％  
子宮   0．0％   
卵巣   0．0％  
押立膿  0．0％  
病胱   0，0％  
リンパ組片0▼Ot鵜   

【♯和ケア】  
■和ケア研♯を行う  
薄彊医師禦0人  
指針に基づく研傭会の  
燦丁鼠軒数0入   
線和ケア研修を行う  
病院数  0九所   

【在宅医療】  
在宅榔支撞診療所  

○カ所  
がん患者の在宅での  
死亡割合  0％   

【地域壬携】   
がん鯵よ集積拠点鋼l洗   
における絶叫遺構クリテ   
カルパス靂鎗寧 0％  

がんlこよる死亡者の薫少、  
点者のQOL向上を臼指したがん医徽の推遭  

＜都道府欄＞  
・都道府県及び地ヰがん鯵♯連携拠病院の  
診■成績及び鯵■機能（機器憂■、書門医  
の状況を含め）公表  
・個別の医療分野で優れた診療実績を有する  
医ホ撫間の鯵■成欄及び診療棟能（機器整  
傭∴■門医の状況を含め）公表  

放射線及び化学■法の椎遭  
＜林道府県＞  
・がん診療を担う医療檀那における放射線ま法及  
び化学療法に陳する実施状況や体制の把機、  
医療椚‾画への反映  

＜医正堤叫＞  
・がん診療連携拠点病院を中心に、①互いに足り  
ない診療機能の補完等により医療機関の役割  
分担・連彿を強化、②医ホ従事者（医師、診療  
放二村線技師、■護師、薬剤師など）の育成のため  

の研♯及び指導体制をを儀  

がん医療の   
均てん化  

縞漫肺た0人  

指針に暮づく研  〈軒並府県〉  
・がん診■に関わる医■従事者を対女とした攣和ケア研傭を定期的に実施  
く医療機朋〉  
・がん診療連携拠点病院を中心として、二次医療圏ごとに「機軸ケアの地域ネットワーク」を詮1  

在宅医■の充実  
〈都道府県〉  
・在宅医■における鯵ホ所、在宅■暮支攫診■所、訪問書凛ステーション零の遭襖モデル事1立ち上げ  
（医■機関〉  

・二次医療■ごとに「在宅医■のネットワークに関する地域連絡会Jを敦t  
地ヰ連携の充実  
く都道府県〉  
・林道府県がん診療連携協抽象の支嫌や、地域ごとに股tされる診書ネットワークの支援  

（医ホ丑関〉  

・がん鯵■1檎拠点■院を中心に、二次医■既ごとに、（取互いに足りない鯵膚1■能の補完書により医療欄間  
の役割分担・1携を強化するともに、書門的な医♯機蘭による地域の医ホ機関に対する支捜体制の強化、  
②医■徒事毒（医師、鯵■放射■技師、■捜し、薬剤師など）の書成のための研★及び指凛体欄を整備  

がん医■にIlする相談支攫及び情■提供（♯遭府県・医■■綱〉  
・相談支線センターにおける情報捷供体制の充実。  

●丁■■■ ○  

在宅■■支積辞儀  

丘濃♯拠点網醜  
糖媚並糠クサテ  

【相続支攫及び僧報提供l  
がん対千僧報センターに  
よる淋を鞭了した柏餅1  

たばこ対策に関する取組（例）  
【目標】たばこの健康影響についての書及啓発、未成年者の喫煙防止、受動喫煙対儀のための環境整備、禁煙指導の充実  

1．たばこに朋する知暮■の書及  

＜響l遭府れ＞  
・たばこによる健康被書と禁煙に関する  
啓発活勤（たばこによみ腋康廿書、♯  
煙治療とサポート、情報の入手先等〉  
・禁煙教書の積坤化・強化  
・保せ所からの禁煙に関する社会★鳶  
についての情報提供  

＜市町村・保険者＞  

書、  
・たばこによる健康轍書と禁煙lこ関する  
正しい情報と啓発活動の実施  

く医t機朋・書M家鳩書＞  

健簾被書に関する情報提供  
イ全がん協禁煙推並行勤計画」の周知  

＜■域＞  
・たばこによるせ腰椎亨と禁煙に閲する   
正しい情報と啓発活動の実施  
・♯煙指導・治■の什報提供  
・■域検診lこおける、たばこによる健康被  

妊娠中の喫煙がこどもに及ぼす影響の周知  
＜住民＞  
・手庭内でのたばこによる健康椎書と   
薫煙に閲する正しい情報の共有  検診・榛診時．たばこによる  

2．♯煙支撞プログラム  
・禦煙治■のできる医ホ機Ilの広報  
＜覇遭府欄＞  
・自治体】■■への薫煙サポート  
＜市町村・保偽者＞  
・既存の環七関連事業における♯煙指  
導方法の開発・櫓準化とその讐及（林  
道府県との協力）  

く医■也聞・書rl家鳩書＞  
・すべての公立医ホ機関における無  
煙治療、またはなんらかの薫煙サポ  

ートの実施・提供  
・禁煙治女技術の書及溝助  
・鹿兼医講習会プログラムへの♯糧  
サボー・ト禁煙治轟の組入れ  
＜■域＞  
・検診の壌零における薫煙指導  
・■▲への禁煙サポートの実施  

■1への薫煙サポート  

3．環境・制度面の支繍  
くも；l府≠＞  
・♯t店の薫煙・分煙化の指礪  
・公的施設、学校の敷地内禁煙  
イ全面♯煙施設」の広報  
・健康増遺法幕25条の努力■務  

を有する全施敵および市民への  
同条項の周知の徹底  

・がん診療連携拠点病l浣を中心   

とした書及活動の組杜化  
＜l■二域＞  

・■壌の全館禁煙化実施のための   
馨1会の観特化  
・産業医・保儀所への支積算緋  

＜住民＞  

・苦瓜内での受動喫煙の防止  
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がん検診に関する取組（例）  
【目標】がん検診の精度管理、受診率の向上  

科学的根拠に基づいた  
効果的ながん検診の実施  現状   

検診受診率   

▼（男） 0．0サも  
▼（女〉 0．0％  

子宮  00％  
軋   009良  
師（男） 00，も  
肺（女）0．0％  
大嶋（男）0．0％  
大≠（女）0．0％  

検診受診率   

▼（男） 0．0％  
■（女〉 0．0％  

子宮  0、091  
乳   0．0％  
麻（勇〉 0．0％  
肺（女〉 00％  
大腸（男）0．0％  
大繍（女）0．0％  

がん検診の各  
精度指標の把  く都道府県〉  

・市町村及び検診実  
施団体別の精度管  
理指標の定期的な  
公開  
・生活習慣病管理指  
導協議会の公開  
（市民の参加）  

〈市町村〉  
・精度管理指導を盛  
り込んだ仕様書の  
利用  

く新道府県〉  
・がん検診に関する定期的な教  
育・研修の実施  
〈市町村〉  
・推奨された検診の実施・拡大  
・推奨されていない検診の見直し  
（住民〉  

・がんのリスクに関する知抜増加  

く市町村〉  
・匡l保加入者  

における未  
受診者の把  
握と受診勧  
奨体制の整  
備  
・肺、胃、大  
腸、乳、子 宮がん検診  

の過去3年  
以内の未受  
診者を50％  

以下  
〈住民〉  
・根拠のある  
がん検診へ  
の適切な間  
隔での受診  

がん検診の各  
精度指標の把  〈都道府県〉  

・精密検査結果報告  
の義務化の指ヰ■  
通知  〈都道府県〉  

・地域がん登録資料との記録照  
合による検診の精度管理の実  
施、偽陰性率の把握  
〈市町村〉  
・精検結果兼把握例に対する年  
度を越えた追跡  

〈市町村〉  
・受診時のインフォー  
ムド・コンセントの†腋底  
〈医療機関〉  
・糟検実施状況の把握  
・精検指定医療機関  
制度の確立  
・精密検査マニュアル  
の作成西己布  

標準的な雫l検実施  
積検受診率向上  がん検診精度管理体制の確立  
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